
農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

1
農業研究
センター
（本所）

広範な育種素
材とゲノム情報
の活用による
効率的なサトウ
キビ育種技術
と新規有用素
材の選定

令和 2年
4月1日

16,750,000

サトウキビ新規育種素
材・技術開発コンソーシ
アム代表法人
国立研究開発法人国際
農林水産業研究センター

茨城県つくば市大わし1-
1

第167条の２
第１項第２号

　本研究委託業務は、平成30年度からの継続事
業であり、本研究委託を遂行するには、育種に関
する高度な専門知識や技術が求められる。令和
２年度も研究成果等審査会を経て継続に適する
と審査されたことから、前々年度、前年度に続き
今年度も選定した、なお、平成30年度の業者選
定にあたっては、公募型プロポーザル方式により
広く公募を行い、企画提案内容等を選定委員会
において応募のあった１社の審査を行った。

特命随意
契約

2
農業研究
センター
（本所）

作物ストレス高
度測定及び管
理業務委託

令和 2年
4月1日

2,945,000 沖阪産業株式会社
那覇市港町３丁目５番１
号

第167条の２
第１項第２号

　本研究は令和元年度から実施しており、作物
の成長や季節に応じた連続的かつ継続的な測
定を要する。そのため、測定の中断や遅延は
研究成果の完成度を低下させ、委託元に多大
な損失を与えることになる。また開発中の測定
技術は新技術であり、研究方法の習得や理解
には多大な時間を要するため、令和元年度か
ら本研究に関わっている事業者を選定した。

特命随意
契約

3
農業研究
センター
（本所）

令和２年度黒
糖の香気形成
に関与する因
子の検討に係
る研究委託

令和 2年
4月1日

1,512,000 国立大学法人　琉球大学 中頭郡西原町千原１番地
第167条の２
第１項第２号

　本研究委託業務は、黒糖の香気成分に関す
る高度な専門知識、技術が求められる。また、
委託過程の公正性、透明性、客観性を確保
し、県民に対する説明責任を果たすため、企画
提案書等を評価する公募型プロポーザル方式
に契約先を選定した。令和２年度も研究成果
等審査会を経て継続に適すると審査されたこ
とから、前年度に続き、今年度も選定した。

特命随意
契約

4
農業研究
センター
（本所）

サトウキビ交配
温室システム
年間保守点検

令和 2年
4月1日

1,430,000
アズビル株式会社ビルシ
ステムカンパニー九州支
社

福岡県福岡市博多区冷
泉町２－１

第167条の２
第１項第2号

　本委託業務の対象である交配温室システム（交
配温室、日長処理室、出穂誘導室）のメイン機器
である環境計測と各種機器の制御を行うコン
ピューター（グリーンキット）は、「アズビル株式会
社」製であり、独自のプログラム設計が施されて
いるので、同社以外では保守点検の対応が不可
能である。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

5
農業研究
センター
（本所）

気象観測シス
テム保守点検
業務委託

令和 2年
4月1日

1,430,000
アズビル株式会社ビルシ
ステムカンパニー九州支
社

福岡県福岡市博多区冷
泉町２－１

第167条の２
第１項第2号

　気象観測システムのメイン機器である計測コン
ピュータが当社製であり、独自のプログラム設計
が施されていることから、同社以外では保守点検
対応ができないため。

特命随意
契約

6
農業研究
センター
（本所）

市況解析シス
テム保守

令和 2年
4月1日

1,201,772
富士通株式会社　沖縄支
店

沖縄県那覇市久茂地１－
12－12

第167条の２
第１項第2号

　市況解析システムは富士通株式会社が沖縄県
農業研究センター向けにカスタマイズしたシステ
ムであり、同社以外では保守点検対応が困難な
ため。

特命随意
契約

7
農業研究
センター
（本所）

中央監視装置
システムの修
繕

令和 2年
6月4日

9,680,000 ヤシマ工業株式会社
那覇市久米２丁目16番
25号

第167条の２
第１項第２号

　感知機器から送信されるデータに独自のプロ
グラム設計が施されていることから、今回取替
修繕する装置は同社以外の者では、データを
受け取ること及びその処理ができないことから
選定した。

特命随意
契約

8
農業研究
センター
（本所）

空調機（本館・
中会議室、研
究棟・作物班、
土壌環境班）修
繕

令和 2年
6月24日

1,430,000 株式会社沖縄日立 那覇市安謝230番地
第167条の２
第１項第２号

　本件空調機が日立社製であり、当該機器等
の修繕及び取替には特殊な技術、設備が必要
であることから同社以外は対応できないため。

特命随意
契約

9

農業研究
センター
（名護支
所）

パインアップ
ル・マンゴーに
おける生産予
測技術の開発
に関する研究
業務委託

令和 2年
4月1日

2,441,000

国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合
研究機構

茨城県つくば市観音台三
丁目1番地１

第167条の2
第1項第2号

　本委託業務は、委託過程の公正性、透明
性、客観性を確保し、県民に対する説明責任
を果たすため、企画提案書等を評価する公募
型プロポーザル方式により実施することとし、
令和元年７月３１日付けで国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構を委託先と
して決定した。令和２年度契約については、
「沖縄県農業研究センターにおけるプロポーザ
ル方式審査委員会設置要領」第４条２項によ
り、委託研究成果審査会を開催し、受託者の
令和元年度研究実績及び令和２年度研究計
画について審査を行ったところ、契約の継続に
関して適正との評価を得たことから、引き続き
当該機構と随意契約を締結することとした。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

10

農業研究
センター
（名護支
所）

パインアップル
育種選抜マー
カーおよび利
用技術の開発
に関する研究
業務委託

令和 2年
4月1日

2,179,028
日本大学　生物資源科学
部

神奈川県藤沢市亀井野
1866番地

第167条の2
第1項第2号

　本委託業務は、委託過程の公正性、透明
性、客観性を確保し、県民に対する説明責任
を果たすため、企画提案書等を評価する公募
型プロポーザル方式により実施することとし、
令和元年７月３１日付けで日本大学生物資源
科学部を委託先として決定した。令和２年度契
約については、「沖縄県農業研究センターにお
けるプロポーザル方式審査委員会設置要領」
第４条２項により、委託研究成果審査会を開催
し、受託者の令和元年度研究実績及び令和２
年度研究計画について審査を行ったところ、契
約の継続に関して適正との評価を得たことか
ら、引き続き当該大学と随意契約を締結するこ
ととした。

特命随意
契約

11

農業研究
センター
（名護支
所）

パインアップル
におけるCAM
型光合成に基
づく効率的環
境制御目標の
策定に関する
研究業務委託

令和 2年
4月1日

1,706,790 国立大学法人　琉球大学
沖縄県中頭郡西原町字
千原1番地 第167条の2

第1項第2号

　本委託業務は、委託過程の公正性、透明
性、客観性を確保し、県民に対する説明責任
を果たすため、企画提案書等を評価する公募
型プロポーザル方式により実施することとし、
令和元年７月３１日付けで国立大学法人　琉
球大学を委託先として決定した。令和２年度契
約については、「沖縄県農業研究センターにお
けるプロポーザル方式審査委員会設置要領」
第４条２項により、委託研究成果審査会を開催
し、受託者の令和元年度研究実績及び令和２
年度研究計画について審査を行ったところ、契
約の継続に関して適正との評価を得たことか
ら、引き続き当該大学と随意契約を締結するこ
ととした。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

12

農業研究
センター
（名護支
所）

マンゴー育種
選抜に利用可
能なＤＮＡマー
カーとその利用
技術の開発に
関する研究業
務委託

令和 2年
4月1日

4,962,900
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合
研究機構

茨城県つくば市観音台三
丁目1番地１

第167条の2
第1項第2号

　本委託業務は、委託過程の公正性、透明
性、客観性を確保し、県民に対する説明責任
を果たすため、企画提案書等を評価する公募
型プロポーザル方式により実施することとし、
令和元年７月３１日付けで国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構を委託先と
して決定した。令和２年度契約については、
「沖縄県農業研究センターにおけるプロポーザ
ル方式審査委員会設置要領」第４条２項によ
り、委託研究成果審査会を開催し、受託者の
令和元年度研究実績及び令和２年度研究計
画について審査を行ったところ、契約の継続に
関して適正との評価を得たことから、引き続き
当該機構と随意契約を締結することとした。

特命随意
契約

13
畜産研究
センター

家畜飼料売買
単価契約

令和2年4
月1日

3,946,624 沖縄県農業協同組合 那覇市壺川2-9-1
第167条の２
第１項第6号

牛の発育ステージにより、給餌する飼料は合
計41種類（規格違い含む）の多品目にわたり、
単価にばらつきがあるため競争入札に不適で
ある。

14
畜産研究
センター

現場検定用子
牛の購入

令和2年6
月16日

2,696,067 沖縄県農業協同組合 那覇市壷川2-9-1
第167条の２
第１項第6号

契約相手方が開催しているセリ市場において、
現場後代検定の条件に合う子牛を購入するた
め。

特命随意
契約

15
畜産研究
センター

現場検定用子
牛の購入

令和2年6
月17日

6,242,346 沖縄県農業協同組合 那覇市壷川2-9-1
第167条の２
第１項第6号

契約相手方が開催しているセリ市場において、
現場後代検定の条件に合う子牛を購入するた
め。

特命随意
契約

16
畜産研究
センター

現場検定用子
牛の購入

令和2年6
月19日

5,101,272 沖縄県農業協同組合 那覇市壷川2-9-1
第167条の２
第１項第6号

契約相手方が開催しているセリ市場において、
現場後代検定の条件に合う子牛を購入するた
め。

特命随意
契約

17
水産海洋
技術セン
ター（本所）

漁業調査船「図
南丸」主機関の
ラトウ継ぎ手及
び各フレキシブ
ルホース購入

令和２年
５月22日

8,636,980 琉球内燃機株式会社
沖縄県那覇市西１丁目１
番
１６号

第167条の２
第１項第２号

当該部品等の販売は、沖縄地区における代理
店である琉球内燃機株式会社一社のみである
ため。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

18
水産海洋
技術セン
ター（支所）

自家用発電設
備修繕

令和２年
４月20日

8,677,900
ヤンマー沖縄株式会社
八重山支店

沖縄県石垣市浜崎町3-
3-16

第167条の２
第１項第２号

本設備は、ヤンマー沖縄株式会社が設計製作
したもので、修繕にあたっては、製作時と同一
の手法を用いて機器の分解、部品の取り替
え、再組み立てを行う必要があるため。

特命随意
契約

19
海洋深層
水研究所

設備保守、警
備及び清掃業
務委託契約

令和2年4
月1日

23,496,000
沖縄ビル・メンテナンス株
式会社

那覇市曙２－８－１８
第167条の２
第１項第８号

本業務委託について、一般競争入札を実施し
たが、落札に至らなかった。最低価格で応札し
た業者による見積合わせを実施したところ、左
記業者が当初の予定価格の範囲内で価格を
提示したため、契約の相手方とした。

長期継続
契約

20
流通・加工
推進課

県産農林水産
物総合情報発
信事業

令和2年4
月1日

6,358,000

沖縄県産農林水産物総
合情報発信事業コンソー
シアム
①光文堂コミュニケーショ
ンズ株式会社
②株式会社フラッシュエッ
ジ

①沖縄県島尻郡南風原
町字兼城５７７
②沖縄県那覇市曙２－２
３－９やまたいビル４F

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、左の社の提
案は評価点が基準点以上を獲得したため、契
約の相手方として選定した。

21
流通・加工
推進課

県産農林水産
物輸出体制構
築事業

令和2年6
月1日

24,732,000

令和2年度県産農林水産
物輸出体制構築事業コン
ソーシアム
①株式会社プロダクツ・
プラニング
②株式会社フード・アン
ド・ツーリズム総合研究
所

①沖縄県那覇市久茂地３
－１７－５美栄橋ビル５F
②沖縄県那覇市辻１－１
２－２３

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、左の社の提
案は評価点が基準点以上を獲得したため、契
約の相手方として選定した。

22
流通・加工
推進課

県産農産物品
質改善に向け
た出荷モデル
構築事業

令和2年6
月3日

8,952,790 株式会社流通研究所
神奈川県厚木市寿町一
丁目４番３－２号

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。左の社の企画提案
内容等を選定委員会において審査※したとこ
ろ、提案は各評価項目および総合得点が共に
高かったため、契約の相手方として選定した。
※新型コロナウイルスの影響により書類審査
にて審査を行った。



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

23
流通・加工
推進課

令和２年度不
利性解消出荷
体制強化支援
事業　業務委
託

令和2年6
月4日

12,000,000

ブルームーンパートナー
ズ株式会社・株式会社Ｚ
ＥＲＱ共同企業体
①ブルームーンパート
ナーズ株式会社
②株式会社ＺＥＲＱ

①那覇市銘苅2-3-1　な
は産業支援センター404

②那覇市繁多川　5-1-7
1Ｆ

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ３社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を選定委員会において審査したとこ
ろ、左の社の提案は、総合得点が最も高得点
であったため、契約の相手方として選定した。

24
流通・加工
推進課

６次産業化人
材育成活性化
事業

令和2年6
月8日

19,596,000

６次産業化人材育成活性
化事業コンソーシアム
①株式会社アール・
ピー・アイ
②株式会社アドスタッフ
博報堂

①東京都千代田区神田
神保町２丁目38番いちご
九段ビル３階
②沖縄県那覇市久茂地３
-17-５美栄橋ビル

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ３社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、左の社の提
案は総合得点が最も高得点であったため、契
約の相手方として選定した。

25
流通・加工
推進課

「おきなわ食材
の店」における
県産食材利用
拡大事業

令和2年6
月19日

9,130,000
光文堂コミュニケーション
ズ株式会社

沖縄県南風原町字兼城
577番地

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ４社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を企画提案審査会において審査した
ところ、左の社の提案は総合得点が最も高得
点であったため、契約の相手方として選定し
た。

26
流通・加工
推進課

学校給食等に
おける県産食
材利用促進モ
デル事業

令和2年6
月19日

4,565,000 株式会社マイファーム
京都府京都市下京区東
塩小路町607番地辰巳ビ
ル1階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、総合点数の
評価が基準を満たしていたため、契約の相手
方として選定した。

27
流通・加工
推進課

県内ホテル等
における県産
食材利用調査
事業

令和2年6
月19日

1,218,235
株式会社東京商工リ
サーチ沖縄支店

那覇市久茂地1丁目7番1
号琉球リース総合ビル

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ３社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を企画提案審査会において審査した
ところ、左の社の提案は総合得点が最も高得
点であったため、契約の相手方として選定し
た。



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

28
中央卸売
市場

廃棄物の仲介
処理業務委託

令和2年4
月3日

4,362,600
沖縄県中央卸売市場協
会

沖縄県浦添市伊奈武瀬1
丁目11番1号

第167条の２
第１項第７号

当協会は、市場内にあることから、市場業者と
密に連携することで、廃棄物の処理を効率的
に行うことが可能である。さらに、廃棄物の仲
介処理業務を受託した実績があることから契
約の相手方として適当である。

特命随意
契約

29
農政経済
課

農業近代化資
金システム保
守業務

令和2年4
月1日

385,000 (株)オーシーシー
浦添市沢岻２丁目１７－
１

第167条の２
第１項第６号

当該システムは平成１４年度に(株)オーシー
シーが開発しており、翌年度以降継続して保
守業務を行っている。当該システムの設計、操
作手順等システムに関する詳細事項を熟知し
ていることから、保守業務についても当社以上
に迅速かつ的確に行うことができる業者はな
いため、当社を選定している。

30
農政経済
課

未収金回収業
務委託（農業改
良資金）

令和2年
4月1日

回収のあった
金額の30%とこ
れに対する消
費税相当額及
び一債権の調
査業務に対し
10,000円とこ
れに対する消
費税相当額

株式会社沖縄債権回収
サービス

那覇市西1丁目19番7号
第167条の２
第１項第２号

委託業務の内容上、債務者に関する個人情報
取扱業務や督促業務等を伴い、高い遵法意識
が必要である。業者の選定には、法務大臣の
認定を受け、自治体からの受託実績等を有す
る債権回収会社を選定する必要があり、一般
の競争入札には適さない。
沖縄県内で法務大臣の認可を受けて営業を
行っている債権回収会社で、回収業務の受託
を行っている会社は１社のみであるため。

特命随意
契約

31
営農支援
課

令和２年度県
産農産物の安
全安心推進事
業業務

令和2年5
月20日

5,601,998 沖縄協同青果株式会社
沖縄県浦添市伊奈武瀬１
丁目11番１号

第167条の２
第１項第２号

本委託業務の実施内容については、農産物の
個人出荷者の把握、講習の実施、巡回指導と
なっており、個人出荷情報の把握については、
沖縄県中央卸売市場における唯一の卸売業
者である事業者のみ可能であることから契約
の相手方として選定した。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

32
営農支援
課

令和２年度沖
縄県特別栽培
農産物認証の
栽培マニュアル
作成委託業務

令和2年4
月1日

32,704,100 株式会社マイファーム
京都府京都市下京区東
塩小路町607番地辰巳ビ
ル１階

第167条の２
第１項第２号

本業務は、令和元年度から令和３年度までの
３年間の継続事業であり、令和元年度はマ
ニュアルの構成の提示と実証ほの設置を行っ
た。３年間継続して実証ほでデータを取る必要
があり、これらの取組を、事業の継続性を担保
しつつ効率的・効果的に推進するため、前年度
と同一の社を契約の相手方とした。なお、令和
元年度の業者選定にあたっては、公募型プロ
ポーザル方式を採用した。

特命随意
契約

33
営農支援
課

令和２年度沖
縄県環境保全
型農産物PR委
託業務

令和2年6
月1日

3,500,000
株式会社ノイズ・バリュー
社

沖縄県那覇市銘苅２丁目
第167条の２
第１項第２号

本業務は、令和元年度から令和３年度までの
３年間の継続事業であり、令和元年度はニー
ズ調査結果に基づいたPR資料原稿を作成し、
PR戦略の詳細計画の立案を行った。中間年度
となる令和２年度は、前年度に作成した資料や
計画に基づきPRを実施する。
これらの取組を、事業の継続性を担保しつつ
効率的・効果的に推進するため、前年度と同
一の社を契約の相手方とした。なお、令和元年
度の業者選定にあたっては、公募型プロポー
ザル方式を採用した。

特命随意
契約

34
営農支援
課

業務用自動車
の賃貸借契約

令和2年4
月1日

858,000
琉球日産自動車株式会
社

沖縄県浦添市港川２丁目
１番１号

第167条の２
第１項第６号

新規の車両リース契約と比較して、再リースに
より現在履行中の者に履行させることが経費
の削減が可能であったため

長期継続
契約

35
病害虫防
除技術セン
ター

ウリミバエ・ミカ
ンコミバエ調査
用薬剤（混合剤
綿棒）

令和2年4
月1日

3,142,480 琉球産経株式会社 豊見城市字高安586番地
第167条の２
第１項第２号

該当する薬剤の製造業者が国内では県外業
者1社であり、沖縄地区における｢調査用綿棒｣
の販売代理店は県内業者１社のみである。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

36
糖業農産
課

さとうきび優良
種苗安定確保
事業委託契約

令和2年4
月10日

3,582,500
北部地区さとうきび生産
振興対策協議会

名護市伊差川798-1
第167条の2
第1項第2号

本委託契約はさとうきびにおける種苗伝染性
の病害の蔓延を防ぐため、（国研）農業・食品
産業技術総合研究機構種苗管理センターが生
産した苗を元に原種苗の増殖を目的としてい
る。そのため、競争入札に適さず、健全な苗の
増殖技術を有する当該団体を選定した。

特命随意
契約

37
糖業農産
課

さとうきび優良
種苗安定確保
事業委託契約

令和2年4
月10日

2,020,530
南部地区さとうきび生産
振興対策協議会

糸満市座波4番地
第167条の2
第1項第2号

本委託契約はさとうきびにおける種苗伝染性
の病害の蔓延を防ぐため、（国研）農業・食品
産業技術総合研究機構種苗管理センターが生
産した苗を元に原種苗の増殖を目的としてい
る。そのため、競争入札に適さず、健全な苗の
増殖技術を有する当該団体を選定した。

特命随意
契約

38
糖業農産
課

令和２年度沖
縄黒糖販路拡
大推進事業委
託業務

令和2年6
月24日

13,204,000

沖縄黒糖販路拡大推進
事業共同企業体
幹事企業　ブルームーン
パートナーズ株式会社

沖縄県那覇市銘苅2丁目
3番1号
なは産業支援センター
404

第167条の2
第1項第2号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ8社から応募があった。それぞれの企画提案
内容等を選定委員会において審査したところ、
左の社の提案は沖縄黒糖の販路拡大への取
組内容が優れていることから特に評価が高く、
総合得点でも最も高得点であったため、契約
の相手方として選定した。



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

39 畜産課

令和２年度県
産農林水産物
輸出体制構築
事業（畜産）委
託業務

令和２年
４月１日

19,578,973
沖縄県畜産部輸出促進
協議会

沖縄県那覇市古波蔵１丁
目24番27号

第167条の２
第１項第２号

　本委託業務は、地域資源である「アグーブラ
ンド豚肉」等のブランド力を活かした需要開拓
により増加傾向にある県産食肉輸出量を更に
増やすことを目的としている。
　今回、委託先として当該協議会を選定する理
由は、本協議会の会員が県産畜産物の輸出
に取組む事業者（牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵事業
者合計17事業者）で構成されており、本協議会
は（公財）畜産振興公社が事務局となっている
ことから、公社の生産・流通・消費に関する各
種畜産団体とのネットワーク機能や畜産物の
流通に関する情報の収集・分析及びその方策
の検討や実施を行う知見・実績を活用できるこ
とから同協議会へ委託することが事業推進上
適当と考えたため。

特命随意
契約

40 畜産課

沖縄県有種雄
牛凍結精液利
用推進委託事
業

令和２年
４月１日

1,500,000
公益社団法人沖縄県家
畜改良協会

沖縄県島尻郡八重瀬町
字外間106番地２

第167条の２
第１項第２号

　本事業において、家畜人工授精師及び県と
の連絡調整が必要であり事業の円滑な実施及
び効果を充分に得るためには登記登録におい
て家畜人工授精師と連絡を密にする団体であ
る当該協会に委託する必要がある。

特命随意
契約

41 畜産課
繁殖雌牛改良
促進委託事業

令和２年
４月14日

3,350,000
公益社団法人沖縄県家
畜改良協会

沖縄県島尻郡八重瀬町
字外間106番地２

第167条の２
第１項第２号

　本事業において、家畜の登録情報（血統情
報）、産肉能力育種価および繁殖成績データ
等が必要であり、事業の円滑な実施及び効果
を充分に得るためには家畜の血統情報や育種
価および繁殖成績等を所有する県内唯一の家
畜登録団体である当該協会に委託する必要が
ある。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

42 畜産課

令和2年度おき
なわ山羊改良
基盤整備事業
業務委託契約

令和２年
４月15日

2,852,795
公益社団法人沖縄県家
畜改良協会

沖縄県島尻郡八重瀬町
字外間106番地２

第167条の２
第１項第２号

　本委託業務については、肉用山羊の体型調
査およびデータの解析を実施し、優良種山羊
の選定を行うものであるが、これらの業務には
専門的な知識と技術が必要である。
　当該協会は、県内で唯一の家畜改良に特化
した機関であり、山羊の体型調査についても経
験および知識を備えている。また、家畜審査の
専門家が多数在職しており、山羊品評会にお
いて知識の普及に努めてきた実績があること
から、契約の相手方として適当であると判断し
た。

特命随意
契約

43 畜産課

令和２年度乳
用牛育成強化
事業業務委託
契約

令和２年
４月１日

63,978,440
沖縄県酪農農業協同組
合

沖縄県島尻郡八重瀬町
字友寄960番地

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、沖縄県家畜改良センター乳用牛
部門（以下、改良センター）の業務の一部を委
託するものである。改良センターの主な業務
は、県内酪農家より乳用雌子牛を預かり、管
理・育成・人工授精等を行い、優良な初妊牛を
酪農家へ提供するものである。乳用雌子牛の
管理・育成等については、飼料設計、衛生管
理等に関する知識・技術が必要となるため、県
内唯一の酪農専門農協であり乳用牛育成等に
関する知識・技術を備えている当該組合を選
定した。

特命随意
契約

44 畜産課
ＣＳＦ（豚熱）防
疫措置資機材
賃貸借契約

令和２年
４月１日

1,941,889 町田機工(株)
沖縄県中頭郡中城村久
場1991番地

第167条の２
第１項第５号

　ＣＳＦ(豚熱）防疫指針に基づき県は患畜又は
疑似患畜と判定した後24時間以内に殺処分を
行うこととなっているため「家畜伝染病発生時
における支援活動に関する協定書」に基づき
当該協定を締結している防疫協定締結団体で
ある「一般社団法人日本建設機械レンタル協
会」に属する当該事業者を選定した。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

45 畜産課
ＣＳＦ（豚熱）防
疫措置資機材
賃貸借契約

令和２年
４月１日

998,580 ニッケン・リース(株)
沖縄県浦添市西原２丁目
３番５号

第167条の２
第１項第５号

　ＣＳＦ(豚熱）防疫指針に基づき県は迅速に防
疫措置を講じる必要がある。緊急的な対応を
行う必要があったため、「家畜伝染病発生時に
おける支援活動に関する協定書」に基づき当
該協定を締結している防疫協定締結団体であ
る「一般社団法人日本建設機械レンタル協会」
に属する当該事業者を選定した。

特命随意
契約

46 畜産課
ＣＳＦ（豚熱）防
疫措置資機材
賃貸借契約

令和２年
４月１日

1,399,941 (株)開成
沖縄県宜野湾市大山７丁
目１番８号

第167条の２
第１項第５号

　ＣＳＦ(豚熱）防疫指針に基づき県は迅速に防
疫措置を講じる必要がある。緊急的な対応を
行う必要性があったため、「家畜伝染病発生時
における支援活動に関する協定書」に基づき
当該協定を締結している防疫協定締結団体で
ある「一般社団法人日本建設機械レンタル協
会」に属する当該事業者を選定した。

特命随意
契約

47 畜産課

CSF（豚熱）感
染拡大防止消
毒作業業務委
託

令和２年
４月１日

19,472,244 (株)KEILINER
沖縄県浦添市２丁目６－
22　ニューシャインビル
401号

第167条の２
第１項第５号

　前年度に継続発生したCSF（豚熱）の農場防
疫措置は、令和２年３月中旬に完了し、今後発
生がなければ、移動制限区域内の消毒ポイン
トについては、国との協議による清浄性確認検
査後、移動制限区域が解除される予定日や本
島全域のワクチン接種が概ね終了する予定日
（令和２年４月下旬）を踏まえた上で、前年度か
らの継続稼働が必要である。
　このような中、前年度から切れ目なく消毒ポ
イントを稼働し、的確な防疫対応を図るために
は、消毒実績があり、24時間の動員体制が確
立されている当該事業者に委託する必要があ
る。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

48 畜産課

ＣＳＦ（豚熱）感
染拡大防止消
毒作業委託業
務

令和２年
４月１日

1,528,490
沖縄県ペストコントロール
協会

沖縄県那覇市西２丁目13
番５号

第167条の２
第１項第５号

　前年度に継続発生したCSF（豚熱）の農場防
疫措置は、令和２年３月中旬に完了し、今後発
生がなければ、搬出制限区域内の消毒ポイン
トについては、国との協議による清浄性確認検
査後、搬出制限区域が解除される予定日（令
和２年４月上旬）を踏まえた上で、前年度から
の継続稼働が必要である。
　このような中、前年度から切れ目なく消毒ポ
イントを稼働し、的確な防疫対応を図るために
は、消毒実績があり、動員体制が確立されて
いる当該協会に委託する必要がある。

特命随意
契約

49 畜産課

ＣＳＦ（豚熱）防
疫措置物品賃
貸借単価契約
書

令和２年
４月１日

825,000 (株)新和鋼材
沖縄県沖縄市泡瀬３丁目
４６番４号

第167条の２
第１項第５号

　ＣＳＦ（豚熱）防疫指針に基づき、県は、迅速
かつ的確な初動防疫対応により、まん延防止
を図る必要がある。迅速な業務実施が対応可
能な業者として前年度に緊急的に選定した業
者であり、今年度においても切れ目なく鉄板を
継続使用する必要があるため。

特命随意
契約

50
中央家畜
保健衛生
所

死亡牛保管冷
蔵施設向け紫
外線光触媒脱
臭装置の賃貸
借及び保守

令和２年
４月１日

1,115,888 日本施設(株)
東京都世田谷区上馬4丁
目33番地10号

第167条の２
第１項第２号

　BSE(牛海綿状脳症）検査のための死亡牛冷
蔵保管庫に設置する脱臭装置は、死亡牛から
発生する硫化水素など健康被害のある悪臭ガ
スを発生除去するとともに、周辺環境にも配慮
する必要がある。当該事業者は独自の紫外線
光触媒方式により、高い安全性を確保し周辺
環境対策がとられていることから、契約の相手
方とした。

特命随意
契約

51
家畜衛生
試験場

豚コレラエライ
ザキットⅡの購
入

令和２年
４月15日

3,234,000 JNC（株）化学品事業部
東京都千代田区大手町２
－２－１

第167条の２
第１項第２号

　当該事業者は、豚コレラエライザキットⅡの
製造販売元である。販売代理店の指定をせ
ず、メーカー直売となっていることから特命随
意契約とした。

特命随意
契約

52
家畜改良
センター

車両燃料等売
買単価契約

令和２年
４月１日

5,419,700 (株)JAおきなわSS
沖縄県国頭村字辺土名
1581-2

第167条の２
第１項第２号

　家畜改良センター周辺には他に給油施設は
なく、当該事業所以外では、当センターへの迅
速な燃料運搬供給ができないため。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

53
家畜改良
センター

浄水設備保守
管理委託

令和２年
４月１日

1,533,400 (株)翔南工業
沖縄県浦添市港川281-
27

第167条の２
第１項第２号

　家畜改良センターに設置している浄水設備
の保守管理にあたっては、高い専門性を有す
る当該設備の熟知（設備設置の経緯、地理的
事情の把握も含む）、定期的な直接点検が可
能なことが条件である。
　よって、当該浄水設備の設置を行った当該事
業者に管理を委託することが経済性・効率性
の観点から最も合理的であるため。

特命随意
契約

54
家畜改良
センター

豚用検定飼料
売買単価契約

令和２年
４月１日

6,044,236 沖縄県飼料協業組合
沖縄県沖縄市海邦町3-
54

第167条の２
第１項第２号

　県内における豚検定用飼料の取扱業者は当
該組合のみであるため。

特命随意
契約

55
家畜改良
センター

乳用牛用飼料
単価契約（第１
四半期）

令和２年
４月１日

28,168,307
沖縄県酪農農業協同組
合

沖縄県島尻郡八重瀬町
字友寄960番地

第167条の２
第１項第２号

　県内において当該事業者以外では乳用牛用
飼料の多品目を取り扱っていないため。
　また、乳用牛発育への影響から飼料の継続
性を保つ必要があるため。

特命随意
契約

56
家畜改良
センター

登録検査手数
料単価契約

令和２年
４月１日

1,234,860
公益社団法人　沖縄県家
畜改良協会

沖縄県島尻郡八重瀬町
字外間106-2

第167条の２
第１項第２号

　県内において家畜の登録業務を行っている
のは当該協会のみであるため。

特命随意
契約

57
家畜改良
センター

肉豚等売買契
約

令和２年
４月１日

2,956,140 琉球協同飼料(株)
沖縄県島尻郡南風原町
津嘉山1471-3

第167条の２
第１項第２号

　北部管内でと畜処理できるのは当該事業者
のみであるため。

特命随意
契約

58
村づくり計
画課

土地改良専門
技術者調査報
告書作成業務

令和2年6
月12日

1,005,400
沖縄県土地改良事業団
体連合会

沖縄県島尻郡南風原町
字本部453番地3

第167条の２
第１項第2号

　土地改良専門技術者の調査報告業務は、農
業土木の専門家、地域農業開発計画の専門
家、農村環境の専門家へ委嘱することとされて
おり、また、換地計画を定めるものについて
は、土地改良換地士への委嘱が必要となって
いる。
  現在、これらすべての専門家が在籍し、ま
た、換地に関する業務を実施している機関も、
当該団体のみとなっている。（民間の換地士が
在籍するコンサルタントでは、換地業務は行っ
ていない。）
　よって、当該団体を、契約の相手方として選
定した。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

59
村づくり計
画課

グリーン・ツー
リズムネット
ワーク活動支
援事業委託業
務

令和2年6
月22日

8,360,000
特定非営利活動法人　自
然体験学校

沖縄県島尻郡八重瀬町
具志頭296番地

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ５社から企画提案書の提出があった。それ
ぞれの企画提案内容等を選定委員会において
審査したところ、左の社の提案は、安全・安心
で魅力的なグリーン・ツーリズムを提供する上
で必要な研修や体験・交流プログラムのマニュ
アル化など、県内のグリーン・ツーリズムの高
位平準化を図るという点において特に評価が
高く、評価順位が１位であったため、契約の相
手方として選定した。

60
中部農林
土木事務
所

泡瀬漁港巡回・
清掃業務

令和2年4
月24日

2,090,000 沖縄市漁業協同組合
沖縄県沖縄市泡瀬一丁
目11番28号

第167条の２
第１項第２号

　漁港施設は主に漁業者等が利用するもので
あり、その漁業者等の代表である地元の漁協
に業務委託することにより、より効率的・効果
的な業務の履行が期待できるため、契約の相
手方として選定した。

特命随意
契約

61
南部農林
土木事務
所

糸満漁港（北地
区）巡回清掃業
務委託

令和2年4
月23日

10,648,000
一般財団法人　沖縄県水
産公社

糸満市西崎町１丁目４番
地の１１

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　（一財）沖縄県水産公社は糸満漁港（北地
区）を拠点として活動しており、日頃から漁業
者の要望等を蓄積している。また、漁港内に常
駐していることから、緊急事態に対して迅速に
対応することも可能である。したがって、本件
業務の性質を満たし、目的に合致する業者は
（一財）沖縄県水産公社のみであるため、同公
社を選定した。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

62
南部農林
土木事務
所

糸満漁港（中・
南地区）巡回清
掃業務委託

令和2年4
月23日

2,580,600 糸満漁業協同組合
糸満市字糸満６０３番地
１地先

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　糸満漁業協同組合は糸満漁港（中・南地区）
を拠点として活動しており、日頃から漁業者の
要望等を蓄積している。また、漁港内に常駐し
ていることから、緊急事態に対して迅速に対応
することも可能である。したがって、本件業務
の性質を満たし、目的に合致する業者は糸満
漁業協同組合のみであるため、同漁業協同組
合を選定した。

特命随意
契約

63
南部農林
土木事務
所

仲里漁港巡回
清掃業務委託

令和2年4
月23日

1,045,000 久米島漁業協同組合
久米島町字宇根４０２番
地

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　久米島漁業協同組合は仲里漁港を拠点とし
て活動しており、日頃から漁業者の要望等を
蓄積している。また、漁港内に常駐しているこ
とから、緊急事態に対して迅速に対応すること
も可能である。したがって、本件業務の性質を
満たし、目的に合致する業者は久米島漁業協
同組合のみであるため、同漁業協同組合を選
定した。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

64
南部農林
土木事務
所

泊漁港巡回清
掃業務委託

令和2年4
月23日

5,610,000
沖縄県漁業協同組合連
合会

那覇市前島３丁目２５番
３９号

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　沖縄県漁業協同組合連合会は泊漁港を拠点
として活動しており、日頃から漁業者の要望等
を蓄積している。また、漁港内に常駐している
ことから、緊急事態に対して迅速に対応するこ
とも可能である。したがって、本件業務の性質
を満たし、目的に合致する業者は沖縄県漁業
協同組合連合会のみであるため、同連合会を
選定した。

特命随意
契約

65
南部農林
土木事務
所

南大東漁港（南
大東地区）巡回
清掃業務委託

令和2年4
月23日

1,490,500 南大東村漁業組合
南大東村字池之沢３３９
－５

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　南大東村漁業組合は南大東漁港（南大東地
区）を拠点として活動しており、日頃から漁業
者の要望等を蓄積していることや、緊急事態
の対応を迅速に行うことが出来る。したがっ
て、本件業務の性質を満たし、目的に合致する
業者は南大東村漁業組合のみであるため、同
漁業組合を選定した。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

66
南部農林
土木事務
所

当添漁港巡回
清掃業務委託

令和2年4
月23日

1,650,000
与那原・西原町漁業協同
組合

与那原町字板良敷６４９
番地

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　与那原・西原町漁業協同組合は当添漁港を
拠点として活動しており、日頃から漁業者の要
望等を蓄積している。また、漁港内に常駐して
いることから、緊急事態に対して迅速に対応す
ることも可能である。したがって、本件業務の
性質を満たし、目的に合致する業者は与那原・
西原町漁業協同組合のみであるため、同漁業
協同組合を選定した。

特命随意
契約

67
南部農林
土木事務
所

海野漁港巡回
清掃業務委託

令和2年4
月23日

1,210,000 知念漁業協同組合
南城市知念字知名１１９
８番地

第167条の２
第１項第２号

　本件業務の目的は漁港を常時良好な状態に
保つこと等であるが、漁港内での緊急事態（水
難事故や漂着物の撤去等）の発生も想定され
るため、受注者は緊急事態に対して迅速に対
応出来ることが求められる。
　知念漁業協同組合は海野漁港を拠点として
活動しており、日頃から漁業者の要望等を蓄
積している。また、漁港内に常駐していること
から、緊急事態に対して迅速に対応することも
可能である。したがって、本件業務の性質を満
たし、目的に合致する業者は知念漁業協同組
合のみであるため、同漁業協同組合を選定し
た。

特命随意
契約

68
南部農林
土木事務
所

雄樋川２期地
区建設資材単
価特別調査業
務（Ｒ２）

令和2年6
月4日

1,430,000
一般財団法人　経済調査
会　沖縄支部

那覇市松山１丁目１番１
９号

第167条の２
第１項第２号

　資材の単価調査業務を行う団体は一般財団
法人の２者のみであることから、競争入札には
適さないと判断されるため、地方自治法167条
の２第１項第２号の規定により随意契約とし
た。
　資材単価業務を行う団体は２者のみである
が、そのうち１者が参考見積を依頼した際に辞
退したことから（一財）経済調査会沖縄支部を
選定した。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

69
農地農村
整備課

沖縄県用地補
償管理、土地
評価価格算定
システム運用
保守委託業務

令和2年4
月1日

1,320,000
（株）創和ビジネス・マシ
ンズ

沖縄県那覇市泉崎２丁目
23番２号

第167条の２
第１項第２号

公募型プロポーザル方式で採用され、本シス
テムの開発業務を担った当該企業が著作権を
有しており、他の業者がシステムの修正等を行
うことが困難であること、システム稼働後の運
用コストを含めた業者選定であることから、当
該企業を契約の相手方とした。

特命随意
契約

70
農地農村
整備課

水土里情報シ
ステム利用契
約

令和2年4
月1日

2,103,090
沖縄県土地改良事業団
体連合会

沖縄県島尻郡南風原町
字本部453番地３

第167条の２
第１項第２号

当該システムは実施済みの土地改良事業に
関する情報や海岸保全区域、農地筆ごとの情
報等を航空写真上に表示できるため、現地調
査等に要していた時間を削減でき、業務の効
率化に有用である。また、インターネットに接続
したシステムであることから、システム内の情
報更新を速やかに行い閲覧することができる。
これらの条件を満たす当該システムを運用して
いるのは、沖縄県土地改良事業団体連合会の
みであることから、契約の相手方として選定し
た。

特命随意
契約

71
農地農村
整備課

令和２年度物
価資料単価
データ提供委
託業務

令和2年6
月18日

1,089,000
一般財団法人　建設物価
調査会沖縄支部

那覇市久茂地3－1－1
第167条の２
第１項第２号

契約相手方の著作権を有する建設資材単価
データの提供を要する業務のため。

特命随意
契約

72
農地農村
整備課

令和２年度 農
業農村整備標
準積算システ
ム沖縄県補助
版運用保守委
託業務

令和2年6
月15日

4,895,000
一般財団法人　農業農村
整備情報総合センター

東京都中央区日本橋富
沢町10－16

第167条の２
第1項2号

標準積算システムは農林水産省の開発したシ
ステムを基に開発しており、農林水産省よりシ
ステムの使用許諾を得たものが契約相手方の
みであるため。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

73
農地農村
整備課

建設行政情報
システム農林
水産部運用支
援業務

令和2年4
月1日

3,025,000 富士通(株)沖縄支店
沖縄県那覇市久茂地1-
12-12　ニッセイ那覇セン
タービル

第167条の２
第１項第２号

建設行政情報システムは、平成8年から稼働し
ている建設行政システムを再開発したもので
あり、システムの基本部分については、開発者
が著作権を有している。
また、当該システムの改修と運用をそれぞれ
別業者に委託するのは、安全性、保守性の面
から不適切であると判断されることから、開発
者である富士通(株)沖縄支店を契約の相手方
として選定した。

特命随意
契約

74
森林管理
課

沖縄県産きの
こ生産強化事
業委託業務

令和2年5
月18日

9,297,200
一般財団法人沖縄県環
境科学センター

沖縄県浦添市字経塚720
番地

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、令和元年度から令和３年度まで
の３年間の継続事業であり、中間年度となる令
和２年度は、前年度調査で得られた菌床しい
たけ発生不良に係る生産現場での基礎調査
結果データを元に、栽培試験を実施する等の
高度な分析や反映が必要となる。
　これらの取組を、事業の継続性を担保しつつ
効率的・効果的に推進するため、前年度と同
一の社を契約の相手方とした。なお、令和元年
度の業者選定にあたっては、公募型プロポー
ザル方式を採用した。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

75
森林管理
課

県産きのこ魅
力発信事業委
託業務

令和2年6
月22日

5,463,700
光文堂コミュニケーション
ズ株式会社

沖縄県島尻郡南風原町
字兼城577番地

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、令和元年度から令和３年度まで
の３年間の継続事業であり、中間年度となる令
和２年度は、前年度に引き続き、量販店の需
給調査の実施・分析、販促活動として前年度に
計画したオリジナルソング制作やレシピコンテ
ストの実施・運営等を行う等、現在の社会情勢
を踏まえた実施手法の検討が必要であり、か
つ、創意工夫に基づく幅広い発想力・応用力が
求められる。
　これらの取組を、事業の継続性を担保しつつ
効率的・効果的に推進するため、前年度と同
一の社を契約の相手方とした。なお、令和元年
度の業者選定にあたっては、公募型プロポー
ザル方式を採用した。

特命随意
契約

76
森林管理
課

令和2年度沖縄
県森林クラウド
システム運用
保守委託業務

令和2年4
月1日

7,843,000
応用地質（株）沖縄営業
所

沖縄県那覇市久米1丁目
24番13号ミネビル3階

第167条の２
第１項第２号

森林クラウドシステムは、一般競争入札により
平成31年度に調達した森林GISシステムであ
り、落札した応用地質株式会社が独自に開発
したものである。
本システムはLGWAN回線及びインターネット
回線を利用したクラウドサービスとなっており、
システムの基盤は開発者が運用するデータセ
ンターに配置されているため、応用地質株式
会社と契約を締結した。

特命随意
契約

77 水産課

令和２年度沖
縄県漁業指導
監督用通信委
託業務

令和2年6
月4日

43,840,500
一般社団法人　沖縄県漁
業無線協会

糸満市西崎１丁目４番１
１号

地方自治法
施行令第１６
７条２第１項

２号

沖縄周辺海域から遠洋までをカバーする通信
能力を有する者は、一般社団法人沖縄漁業無
線協会の他にはないため。また県内漁業団体
の多くが一般社団法人沖縄県無線協会の会
員であり、緊急時の連絡等を円滑に行うことが
出来るため。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

78 水産課
未収金回収業
務委託（沿岸漁
業改善資金）

令和2年4
月1日

未収金のうち
収納があった
金額の30％+
消費税

不納欠損処理
を行った一債
権について
10,000円+消費
税

株式会社沖縄債権回収
サービス

沖縄県那覇市西１丁目19
番７号

第167条の２
第１項第２号

債務者に関する個人情報の取扱や訪問等に
よる督促活動が伴うが、債務者の生活を侵害
することのないようにしなければならない。従っ
て債権回収業に関する特別措置法に基づき法
務大臣の許可を受け、弁護士と同等の高い遵
法意識を有する専門業者が適当と考えられ、
一般の競争入札には適さない。
沖縄県内で法務大臣の許可を受けている委託
対象の法人は１社のみであるため。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

79 水産課

令和２年度新
市場開設ス
タートアップ事
業

令和2年5
月19日

4,250,400円
一般財団法人沖縄県水
産公社

沖縄県糸満市西崎町１丁
目４番地の11

第167条の２
第１項第２号

　本事業は、県内唯一の第３種漁港である糸
満漁港に整備する新たな水産物卸売市場の
開設（令和４年度予定）までに市場運営や衛生
管理等に係る必要事項について整理・決定し、
市場運営の円滑化を図ることを目的としてい
る。
　前年度においても開設予定者の水産公社に
特命随意契約により同事業を委託し、新市場
運営準備協議会（以下、「準備協議会」とい
う。）を設置し、協議を重ねてきたところである。
今年度においても、引き続き準備協議会を中
心に事業を実施する必要があることから、委託
先として水産公社が適当である。
　なお、水産公社は昭和56年に設立され、平成
６年に地方卸売市場を開設している。そのた
め、市場運営に係る知識や経験が豊富である
とともに、県内の主な水産物卸売市場における
現状や課題についても把握しており、「糸満及
び泊漁港流通拠点形成ワーキングチーム」の
構成員としても、新市場の設計・整備に係る検
討段階から参加しており、新市場の方針につ
いても十分に理解している。
　以上の理由により、本業務については、水産
公社と随意契約を締結するものである。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

80
漁港漁場
課

令和２年度漁
場整備に係る
基礎調査業務

令和2年4
月3日

9,981,400
国立研究開発法人水産
研究・教育機構・水産技
術研究所

長崎県長崎市多以良町
1551-8

地方自治法
施行令第167
条の２第１項

第２号

本件業務の目的は、漁場保全及び漁場造成
の観点から、衰退したサンゴの保全・回復を図
ることであり、効率面及び効果面から国立研究
開発法人水産研究・教育機構西海区水産研究
所(以下、「研究所」という。)によって新たに開
発された幼生収集装置を用いた種苗生産技術
を活用することとしている。しかし、本技術はま
だ開発後まもなく、技術移転を図りつつ、持続
的な運営体制確立のため、地元の漁業者組織
を育成する必要がある。そのため、本技術を有
し、試験予定海域の漁場環境に精通しており、
地元漁業者との信頼関係が築けているととも
に、緊急事態に対し迅速に状況確認が可能な
者に事業を委託する必要がある。このような性
質及び目的から、本件業務は競争入札に適し
ないため、地方自治法施行令第167条の２第１
項第２号の規定に基づき、随意契約に付する。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

81
漁港漁場
課

工事・委託積算
システム保守
管理業務

令和2年4
月27日

4,273,500 株式会社okicom
沖縄県宜野湾市大山１丁
目17番１号

地方自治法
施行令第167
条の２第１項

第２号

本業務は、「土木積算システム算明Pro」及び
平成22年度より導入・稼働した「委託積算シス
テムCalc」の保守管理業務を行うものである。
「土木積算システム算明Pro」は、漁港漁場関
係の歩掛を搭載している唯一の積算システム
として、（株）okicomが開発したもので、沖縄県
農林水産部漁港漁場課では平成20年度に当
システムの使用権利を購入(ライセンス契約)し
ている。「委託積算システムCalc」は、漁港漁
場関係の歩掛を搭載している唯一の積算シス
テムとして、（株）okicomが開発したもので、沖
縄県農林水産部漁港漁場課では平成22年度
に当システムの使用権利を購入(ライセンス契
約)している。ここで、両システムは（株）okicom
の著作物であるため、同システムを開発した
（株）okicom以外の者が保守管理を行うことは
できない。よって、本委託業務はその性質が競
争入札に適しないものであり、地方自治法施
行令第167条の２第１項第２号の規定に基づき
随意契約を行う。

特命随意
契約

82
漁港漁場
課

漁港施設使用
届とりまとめ業
務委託

令和2年4
月1日

12,222,100
一般財団法人沖縄県水
産公社

沖縄県糸満市西崎町１丁
目４番１１号

地方自治法
施行令第167
条の２第１項

第２号

漁港施設は特定の漁港関係者が主に利用す
るものであることから、その維持管理は受益者
の代表である地元市町村や漁協等が行うこと
で、より効率的･効果的な業務体制を築くことが
できる。このような業務を受益者が行う体制
は、その性質又は目的が競争入札に適しない
ものである。よって地方自治法施行令第167条
の２第１項第２号（沖縄県随意契約ガイドライン
適用区分5-(2）-⑤）により随意契約を行った。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

83
漁港漁場
課

漁港施設使用
届とりまとめ業
務委託

令和2年4
月1日

1,681,900 八重山漁業協同組合
沖縄県石垣市新栄町８３
番地

167条の２第
１項第２号

漁港施設は特定の漁港関係者が主に利用す
るものであることから、その維持管理は受益者
の代表である地元市町村や漁協等が行うこと
で、より効率的･効果的な業務体制を築くことが
できる。このような業務を受益者が行う体制
は、その性質又は目的が競争入札に適しない
ものである。よって地方自治法施行令第167条
の２第１項第２号（沖縄県随意契約ガイドライン
適用区分5-(2）-⑤）により随意契約を行った。

特命随意
契約

84

北部農林
水産振興
センター
（農業水産
整備課）

安田、宜名真、
辺土名漁港巡
回・清掃業務

令和2年4
月10日

1,177,000 国頭漁業協同組合
国頭村字辺土名183番地
4

第167条の2
第1項第2号

漁港施設は、特定の住民（受益者：漁業者等）
が主に利用するものであることから、その巡
回・清掃は受益者の代表である漁業協同組合
が行うことで、より効率的・効果的な業務体制
を築くことができる。当該業務を受益者が行う
体制は、その性質及び目的が競争入札に適さ
ないものである。

特命随意
契約

85

北部農林
水産振興
センター
（農業水産
整備課）

名護漁港巡回・
清掃業務

令和2年4
月10日

2,123,000 名護漁業協同組合 名護市城三丁目1番1号
第167条の2
第1項第2号

漁港施設は、特定の住民（受益者：漁業者等）
が主に利用するものであることから、その巡
回・清掃は受益者の代表である漁業協同組合
が行うことで、より効率的・効果的な業務体制
を築くことができる。当該業務を受益者が行う
体制は、その性質及び目的が競争入札に適さ
ないものである。

特命随意
契約



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

86

八重山農
林水産振
興センター
スタッフ

八重山群島ウ
リミバエ不妊虫
放飼センター業
務委託契約

令和2年4
月1日

37,620,000 沖縄県農業協同組合
沖縄県石垣市大浜391番
地

第167条の2
第1項第2号

　沖縄県では平成５年にウリミバエ等を県内全
域から根絶しているが、台湾・フィリピン等の近
隣諸国に野生虫が生息することから、ウリミバ
エ根絶後も不妊虫の大量放飼等による侵入防
止事業等に引き続き取り組んでいるところであ
る。ウリミバエ等の再侵入が確認された場合に
は、地域農業等に密接に関係し、広域での対
応が可能な団体による迅速かつ適切な対応が
求められる。
　八重山地域においては、上記の条件を満た
す団体は沖縄県農業協同組合のみとなってい
るため。

特命随意
契約

87

八重山農
林水産振
興センター
スタッフ

ウリミバエ成虫
羽化箱単価契
約

令和2年4
月6日

3,043,200
株式会社ミヤギパッケー
ジ

沖縄県豊見城市豊崎3-
30

第167条の2
第1項第2号

　ウリミバエ成虫羽化箱は、沖縄県でウリミバ
エを根絶する平成５年以前から、沖縄県と株式
会社ミヤギパッケージとでその仕様・規格につ
いて試行錯誤を重ねながら製作してきた。現
在、用途・機能において他に代替できる製品は
存在しないため。

特命随意
契約

88

八重山農
林水産振
興センター
農林水産
整備課

石垣漁港巡回・
清掃委託業務
（R2）

令和2年4
月24日

3,190,000 八重山漁業協同組合 石垣市字新栄町８３番地
第167条の２
第１項第２号

本漁港は、特定の住民（受益者：漁業者等）が
主に利用する者であることから、その巡回・清
掃は受益者の代表である地元漁協等が行うこ
とで、より効率的・効果的な施設管理体制を築
くことができる。当該業務を受益者が行う体制
を有し、その性質又は目的を発揮できる団体
は八重山漁業協同組合のみとなっている。

特命随契



農林水産部　における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

89

八重山農
林水産振
興センター
農林水産
整備課

竹富町与那良
原地区換地業
務

令和2年5
月27日

9,130,000
沖縄県土地改良事業団
体連合会

南風原町字本部459番地
３

第167条の２
第１項第２号

換地業務は、「換地業務における土地改良換
地士の関与の範囲の拡大について」（最終改
正：平成23年４月１日付け２２農振２３２３号）に
おいて、土地改良換地士の関与を求めており、
換地業務の経費断定基準においても土地改良
換地士及び換地業務の実務経験が定められ
ている。また、換地業務は単年度ごとの契約で
はあるが、成果の積み上げが最終的な換地計
画となるため、業務の継続性が重要となる。沖
縄県土地改良事業団体連合会は、土地改良
事業の計画、測量設計、換地業務を総合的に
実施している期間であり、特に換地業務に関し
ては、有資格者を多数有しており、併せてこれ
までの数多い地区の換地業務実績に基づいて
信頼性を参酌し、随意契約とすることにより業
務の適性かつ円滑な執行を図ることができる。
以上の理由により、沖縄県土地改良事業団体
連合会と随意契約（地方自治法施行令第167
条の２第１項第２号）を行う。

特命随契


